
生産力強化や新分野展開とともに、人材の確保・拡充を目指した
業界・企業の魅力向上を図る取組みを支援します

令和８年度
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

航空宇宙産業魅力向上支援事業費助成金
県内中小企業・グループが自ら行う生産の効率化・新たな認証取得による生産力強化の取組のほ
か、航空宇宙産業の魅力を外部に発信する取組、働き手に対する職場の魅力向上への取組、魅力
ある新分野（宇宙産業等、ドローン産業）に向けた開発に対して、必要な経費の一部を助成します。

助成対象事業 助成対象経費 助成金の額

１－（１）
生産の効率化事業
（航空宇宙分野）

生産性を向上させるために必要な取組に支払われる経費

・調査費：委託費、報償費、図書資料費 等
・生産技術導入費：報償費、費用弁償、コンサルタント料、
産業財産権の実施料 等

・生産設備開発費：原材料費、備品購入費、外注費、委託費 等
・評価費：試験手数料、試験機器等使用料、委託費 等
・産業財産権取得費

（上限）
1,000万円
助成対象経費
の１/２以内

１－（２）
認証取得事業
（航空宇宙分野）

既参入企業の事業の拡大又は航空宇宙分野への新規参入のため
に必要な認証の取得に支払われる経費

・認証等取得手続費：申請料、審査料、翻訳・通訳料 等
・認証等取得環境整備費：コンサルタント料、内部監査員養成研修費 等

（上限）
300万円
助成対象経費
の１/２以内

２－（１）
企業魅力向上事業
（航空宇宙分野）

働き手目線で魅力的な職場とするため、航空宇宙業界に係る職
場環境や労務環境を改善・整備する取組に支払われる経費

・調査費：委託費、報償費、図書資料費 等
・指導料：報償費、費用弁償、コンサルタント料 等
・職場環境改善費：消耗品費、備品購入費、外注費 等
・人材育成費：業務旅費、負担金 等

（上限）
５00万円
助成対象経費
の１/２以内

２－（２）
企業魅力発信事業
（航空宇宙分野）

航空宇宙業界に関わる自社の魅力を発信する取組に支払われる
経費

・調査費：委託費、報償費、図書資料費 等
・指導料：報償費、費用弁償、コンサルタント料 等
・宣伝費：資料やＷｅｂコンテンツ等の作成費、広告料 等
（委託費、印刷製本費 等）

・イベント開催費：会場借り上げ料（使用料）、委託費 等

（上限）
２00万円
助成対象経費
の１/２以内

３
新分野展開事業
（宇宙分野等、
ドローン分野）

宇宙産業分野等（ロケット・衛星等の機体、衛星データの利用、
宇宙空間での生活用品等）やドローン分野（機体の開発及び構
成部品、運用システム）において、新たに自ら行う新技術・新
製品の開発に支払われる経費

・調査費：委託費、報償費、図書資料費 等
・指導料：報償費、費用弁償、コンサルタント料 等
・研究開発・試作費：原材料費、消耗品費、備品購入費、外注費、委託費、
 使用料及び賃借料、ドローン購入費（試作に組み込まれるもの） 等
・評価費：試験手数料、試験機器等使用料、委託費 等
・産業財産権取得費
・展示会出展費：小間料、小間装飾料金

（上限）
1,000万円
助成対象経費
の１/２以内

１．募集期間  令和８年３月２７日（金）～ 令和８年 ５月８日（金） ※１７時必着

２．対象事業者  岐阜県内の中小企業、中小企業グループ

３．助成対象事業、助成対象経費等



公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 技術振興部技術支援課
TEL ０５８－３７９－２２１２     FAX ０５８－３７９－２２１５
E-mail aerospace-GPC＊gpc-gifu.or.jp (注：「＊」を「@」と換えてください）

４．応募方法
（１）申請書類１式（第１号様式及び添付書類）を、下記の申請書提出先へ持参又は郵送により
提出してください。
 1～３の助成対象事業のそれぞれに申請可能ですが、1～３の事業ごとに下記の申請書類
を準備願います。
【申請書類（Word）は下記のホームページからダウンロードしてください】

  ①第１号様式
②第1号－2－1様式、第1号－2－２様式、第1号－2－３様式
※申請する事業に応じて一つを選択してください

③第1号－３様式
④必要な添付資料
※ 1～３の複数の事業に申請する場合、登記簿謄本、貸借対照表と損益計算書、
納税証明書は1つの事業に添付すれば、他の事業には添付不要です。

（２）申請書提出先
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター各務原支所 技術振興部 技術支援課

〒509-0109 各務原市テクノプラザ1丁目1番地
【問い合わせ先：電子メールアドレス】 aerospace-GPC＊gpc-gifu.or.jp

 (注) E-mailの「＊」を「@」と換えてお送りください。
※当助成金に関するお問い合わせは、原則、上記アドレスへ電子メールでお願いします。

（３）その他
・郵送の場合は書留又は簡易書留で提出願います。
・提出いただいた書類は返却しません。

５．事業実施期間
交付決定の日から令和９年２月26日（金）まで

６．公募後のスケジュール（予定）
５月下旬：審査会（申請者によるプレゼンテーション）
６月上旬：交付決定
※審査会の日程等は、申請者に別途通知します。

７．選考及び審査
審査委員会において申請者によるプレゼンテーション・審査選考を行い、助成事業者を決定す
る予定です（申請者によるプレゼンテーションは、実施しない場合があります）。

（公財）岐阜県産業経済振興センター ホームページ の募集案内
（https://www.gpc-gifu.or.jp/topics/2026032701/index.asp） をご覧ください。

※各助成対象経費により、対象外費用、上限額などの制限があります。
※1～３の助成事業を並行して実施する場合、すべての事業の助成額を合算して上限1,500万円とします。
※助成対象経費、助成条件等の詳細は、交付要領、運用について等をご確認ください。

https://www.gpc-gifu.or.jp/topics/202603２701/index.asp
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